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会議録

会 議 の 名 称 令和２年度第２回新城市市民自治会議

開 催 日 時 令和２年９月２４日（木）午後６時３０分から

開 催 場 所
新城市役所 ４－２会議室

（zoomオンライン形式含む）

会 議 の 次 第

令和２年度第２回新城市市民自治会議

１会長あいさつ

２議題

⑴新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例施

行規則について

⑵新城市地域自治区制度について

３報告

⑴若者議会中間報告会について

⑵豊橋市わかば議会について

４その他
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１会長あいさつ

皆さん、こんばんは。今日、第２回目の市民自治会議をよろしくお願いいたします。

今日は Zoom による会議ということにしました。実は、コロナもだんだんと終息のほう

に向かいつつあるように見えますが、これから秋、冬にかけてインフルエンザとの混合の

ような形で再発生する、拡大する可能性もあると医学会などでも言われています。そうい

う事態にも備えながら、いろいろとやれることを試してみようと趣旨もあったりとか、ま

た新城市の地域性、非常に広大で分散的に住民の皆さんが暮らしてみえるという状況を考

えて、今後の会議とか意思の共有を図っていく方法として、こういうやり方も経験して今

後に生かしていこうという、そういう趣旨で今回、このような Zoom による会議となりま

した。

今日は、愛知大学豊橋校舎の私の研究室をメインにしまして、事務局をここと同じ機能

をもった共同ホストという役割になってもらって、この２点で皆さんとの会議を進めてい

けるようにしていきたいと思います。いつものようなスムーズな展開は難しいと思います

ので、皆さん、今日のところは情報の共有を中心として、そして追加でいろいろと御意見

がある場合には、後日でも結構ですので御意見を出していただくような、そういうやりと

りを今日はして、まずこういうスタイルについて習熟していけるようにしていきたいと思

います。

それでは、限られた時間でもありますので早速始めていきたいと思います。

まず最初に、議題の(１)新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例施行規則につ

いて、こちらのほうを事務局から委員の皆様方に説明をしていただきます。では、画面を

切り替えるので、少しお待ちください。

２議題

⑴新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例施行規則について

事務局 それでは、新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例施行規則

(案)、簡単に説明をさせていただきたいと思います。

第１条の趣旨のところ、開催の手続及び運営に関し必要な事項を定める

ものとするということが書かれています。

第２条、こちらには説明会の開催ということで、公開政策討論会開催の

30日前、もしくはその市長が欠けたときには10日前となりますけれども、

その期日の前日までに説明会を開催するものとするということがこちらに

書かれております。

第３条は、参加の申出ということで、施行規則では、参加申出書の様式

を定めております。

第４条、こちらは議題の提案ということで、こちらもどんな様式か、だ

れがどんな議題を出したかということを書いていただくということになり

ます。第３条、第４条ともこちらの参加の申出書ですとか、議題の提案

書、こちらは提出があった後、速やかに公表するものとするということに

なっております。
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第５条では、実行委員会の委員の推薦ということで、公開政策討論会の

実行委員会の委員にしたい者を立候補予定者は推薦することができるとい

う規定が書かれております。その推薦できる者は３人までとするというこ

とで、これは平成29年度には、各陣営から３人ずつ出して実行委員会を構

成したという実績がありますので、その３人ということになっています。

それから、第３項のところでは委員の推薦書ということで、こちらも様

式を定めております。

続きまして、情報の提供ということで、こちらも公開政策討論会で議題

に関する情報の提供を求めることができますので、情報の提供の申出書と

いう様式を定めております。

この議題の第２項のところでは、議題を決定した日から開催の７日前ま

でにこの提出をしなければならないということになっております。

第３項では、この申出書が提出されたときは、速やかに情報を提供する

よう努めなければならないということを記しております。

第４項、情報の提供は情報が記録された文書の写し等の交付により行う

こととするということが記載されております。

第７条です。こちらに公開政策討論会の実行委員会のことが記されてお

ります。市長は、公平かつ公正な手続及び運営を行うために、こちらの公

開政策討論会実行委員会を置くということ、それとこの実行委員会の協力

を得て公開政策討論会の開催日程の事務を行うということです。

その事務の内容が(１)から(６)まで書かれております。説明会に関する

こと、公開政策討論会の議題に関すること、主宰者、主宰する者、当日の

コーディネーターのような役ですけれども、その主宰する者に関するこ

と、公開政策討論会の進行、公表ですとか広報の方法に関すること、その

他市長が必要と認めることということになっております。

３項のところでは、実行委員会の人数ですけれども、今のこの案では委

員は15人以内で組織するということになっております。確かこれまでの話

し合いですと、もう少し少ないほうが話がまとまるのではないかという話

もあったかと思います。またこの人数についても御意見をいただけたらと

思います。

実行委員会の委員につきましては、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

するということで、ここでは１番目に市民とあります。自治基本条例に基

づく市民ということですので、住んでいる方はもちろん、通勤・通学で新

城市に来られている方たちも含みます。

２番目は学識経験を有する者ということになっております。３番目が、

先ほども出てきました第５条の第１項の規定によります立候補予定者の推

薦を受けた者が入ることになっています。４番目は、その他ということで

ございます。今までの話し合いでも弁護士の方というような意見もあった

かと思います。委員の任期は１年とする。ただし再任は妨げないというこ

とになっております。
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会 長

委 員

事務局

第８条には委員長ということで、委員長は実行員会の前の条ですね、第

７条の第４項にあります市民、学識経験有する者、その他の市長が認める

者のうちから委員の互選により定めることとしております。立候補予定者

の推薦者は、時期的にも後で入ってくることになりますので、最初に実行

委員会が立ち上がったときにはまだいないというところで、１番、２番、

４番の中から委員長を選任するということになっています。

委員長は会務を総理して、実行委員会を代表します。それから、委員長

に事故があるとき、または欠けたときにつきましては、委員長の指名する

委員をあらかじめ決めて指名しておく。その者が職務を代理するというこ

とになっております。

会議については、委員長は実行委員会を招集して、その会議の議長とな

ります。実行委員会が必要があると認めるときは、その会議に関係者を出

席させ、その説明または意見を聞くことができるということになっており

ます。議題に関する、例えば関係する市の職員ですとか、そういった方を

呼んで、説明や意見を聞くということができるということになります。

第10条では庶務ということで、まちづくり推進課が庶務を行います。

第11条は、この規則に定めるもののほかは、必要な事項は市長が別に定

めるという位置付けになっています。

ざっとですけどこの規則の流れ、記載してあることを説明させていただ

きました。以上になります。

どうもありがとうございました。皆さんのお手元にも同じ資料があると

思いますので、そちらのほうを御覧になりながら御意見があれば挙手をし

ていただいて、進めていきたいと思います。

前回の会議からだいぶ内容が多く、詳しくなっていると思うのですけれ

ども、ちょっと疑問に思ったことがあります。第７条の５項、委員の任期

は１年とする。ただし再任を妨げないということで、再任とはどういうこ

とですか。次の選挙でもなれるということですか。４年後の選挙、あるい

は亡くなった場合は１年後になるのでしょうけれども、それはどういうこ

とですか。

この１年というのは、実際に実行委員会が立ち上がっての１年というこ

とになります。以前にスケジュールを配らせていだきました。あれは案で

すが、大体３月の頭ぐらいに選挙管理委員会のほうで選挙の期日が決定さ

れるであろう。そうしますと大体４月から実行委員会が立ち上がって、１

年ということになります。その途中で立候補予定者が出てくれば、立候補

予定者から推薦された方がまた入ってくる。議会のほうでも説明をしに行

ったときに聞かれたのですが、基本は１年ということで、途中から入って

こられた推薦者の方は、ずれて１年ではなくて、元々の実行委員会の方と

同じ任期、終わりの日が同じ日になるということです。

もう１つ、当然４年に１回の選挙ではあるのですけれども、市長が欠け

た場合ということも想定していかなくてはなりません。そうしますと、年
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委 員

事務局

会 長

事務局

会 長

に１回ですとか、２回ですとか、少しはこの実行委員会の人たちに集まっ

ていただいて、例えば今の市民の方たちはどんなことを考えているのかと

いうことを把握しながら、例えばもし欠けてしまった場合の公開政策討論

会でどのような議題を出すかということも話をしたりする必要があるかな

と考えております。ですので、当然１年間の任期ですけれども再任を妨げ

ないということです。

次の４年に向けて毎年といいますか、集まっていくということです。４

年に１回こっきりでいきますと、例えば今、ＪＣの方たちがやられていた

わけですが、当然その４年の間に経験者の方が卒業されるとかということ

がありますので、できればそういう世代の交代というところも考えてはい

るところです。

ということは、常設の機関の位置付けになっていくということでしょう

か。

常設を考えております。確かに集まる機会は、選挙のない年については

少ないかなとは思いますけれども、話し合う機会は設けていったほうがい

いかなと考えております。

そうすると、この任期を１年とするという根拠がなかなかはっきりしな

いというように皆さんはお考えではないかなと思って、例えば任期は１年

とするではなく、任期は３年とする、ないしは４年とする。つまり４年に

１回だから、前からの準備を考えると４年というようにして、再任を妨げ

ないというような項目はなくしていく。選挙ごとに実行委員会は立ち上が

っていくという、そういう考えではだめなのかと皆さんはお考えではない

か。その辺についても検討はされたのですか。

基本、実行委員会の委員さんたちには、一体どういう人たちがなるのか

なというところも考えなくてはいけないと思っております。実際に経験

者、ＪＣのＯＢの方、現役の方、現役の方でも実際に経験されている方と

いうのは本当に数少ないと見ておりますけれども、大体作業部会で話をさ

れたときのまとめに、どういう方たちが実行委員会をやられるかといった

ときに、ＪＣ以外は考えられないというコメントを見た記憶があります。

そうするとＪＣの方たちというのは、実行委員会には必ず入っていただい

たほうがいいかなと思います。先ほども申しましたように任期、あそこは

40歳までですから、どうしても抜けていきますので、そこは新しい方を入

れていく、こうやって公開政策討論会をやってきたよという部分を引き継

いでいかないといけないのかなと考えております。

最初は確かに１年と、４年に１回のことですので１年と考えていたわけ

ですけれども、４年にしてしまうと、いつも４年固定になってしまうので

す。実行委員会は常設をしていくけれども、中身、委員さんたちは新しい

人たちが入ってきたり、抜けていったりということは起こるということで

す。

だから委員の任期は１年ですね。
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事務局

会 長

委 員

委 員

事務局

委 員

はい。それで再任は妨げないということです。

わかりました。皆さん、どうでしょうか。ひとまずこういう施行規則で

動いてみるということです。これは、やってみないとわからないことでも

ありますので。

ただ、ＪＣということを前提とされたけれども、ＪＣもこの政策討論会

の経験者ばかりではなくて、また人数も非常に少ないので、あまりＪＣに

入っていただくという前提を言わないほうがいいと僕は思いますけど、ど

うですか。ＪＣありきとなると、従来と変わらないじゃないかということ

になって、そういう経験をした人に入っていただくことは大いにいいと思

うけれど、ＪＣを前提とするというふうにしてしまうと、やはりこの公開

討論会というのはちょっと性格が違ってくるのではないかと思います。こ

れは運用の問題ですから、結構です。

７条の４項の実行委員会の委員ですが、市民、学識経験者、先ほど言っ

たＪＣがたぶん学識経験者の枠に入っていればいいと思います。市民とい

うことですが、どういう方を市民というのか。例えば市に住所をもってい

る、市に納税をしている、何らかの形で市にかかわる方を市民という形に

するのか、他のところに住んでいても、それぐらいはいいというかたちに

していくのか、そこの区分のところが定まっていなかったような気がしま

すので、もし必要なら市民というところに先言った住所をもっている、職

場がある、納税をしている、いろいろなものの関わりがある方を限定して

いくというのが本来の形だと思うのですが、そこまで市民というものに対

してきっちり決めるほうが私はいいと思う。

前回の、前の案を見ますと、市民のところは、新城市自治基本条例第２

号第２条第２項で規定する市民となっています。その次に学識経験者、こ

れではだめなのですか、最初の案では。

確かに最初の案では、自治基本条例に規定する市民ということですが、

そもそもこの公開政策討論会の条例が自治基本条例に定められているので

す。その下に公開政策討論会の条例がつくられていて、その下に今のこの

規則があるものですから、大元は自治基本条例だということで、うちの法

務係のほうからは、この規則で定める市民というのは、大元の自治基本条

例の市民であるという理解をしているということで、ここには市民としか

書かれていない。

条例のほうもそうですけれども、条例も規則もですけれども、それぞれ

の条項、規定についての逐条の解説をつくっておりまして、そこでお示し

をしたいと思います。

自治基本条例も逐条解説をホームページのほうに載せておりますけれど

も、同じように公開政策討論会の関係も逐条解説で載せていきたいと考え

ております。そういう意味ですよということで。

確認ですが、第７条第３項に委員15人以内で組織する。ただし２項第３

号に掲げる者についてはこの限りではないということは、この15人の中に
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事務局

委 員

事務局

委 員

事務局

会 長

事務局

委 員

委 員

委 員

は含まれないということでよろしいですよね。

立候補者が推薦する者は、この15人の中には含まれておりません。

そうすると、最大18人になるということですよね。最大じゃないんだ。

何人かわからないわけだね。たくさんの立候補者が出れば多くなるという

ことになるわけですね。わかりました。

先ほどの市民の定義についての話ですが、基本的にこれでいいのです

が、議論として、選挙に関わるものなので、選挙自体は、日本国民であ

り、住所を有していないと出来ないのですよ。ここら辺との絡みで議会に

おいて質問が出そうな気がするのですが、その辺をこの中に規定として入

れたほうがいいのかどうかというのは、市役所内で議論しておいたほうが

いいのではないかなと私は思います。

最終的には選挙に行きつくのですけれども、公開政策討論会に例えば参

加する市民で見ますと、必ずしも選挙権をもつ人ばかりではなくても参加

できますので、あくまで選挙運動でもないです。

そういう議論が起こり得るので、ある程度、こういう大きな、市民に開

かれたものなのだと。そこからいろいろなまちづくりに対してのことを議

論していく、こういう討論会なのだということをやっぱりしていかない

と、議員の質疑に答えていくような。

６月議会の本会議でその辺の議会との話し合いはされております。

ありがとうございました。

ひとつ、前回の市民自治会議のときにもちらっと話があったのですけれ

ども、この実行委員会の委員さんに謝礼等が必要かどうかという話があり

ました。これまでこの市民自治会議の中では、事務局からの提案というこ

ともあって無報酬という形で進んでいたと思います。この間、議員さんた

ちにも御意見を伺ったのですけれども、議員さんたちの中でもちょっと割

れている。「いろいろ大変なこともあるでしょうから、やっぱり謝礼ぐら

いは出したい」という意見と「いやいや、無報酬のほうがいい」というよ

うな意見がございました。

今のところ事務局としては無報酬を考えておりますけれども、市民自治

会議の皆さんの意見をいただけたらと思います。

報酬は出してもいいのかなと思っているのですけれども、基本的には第

７条第４項の１号、２号、４号に該当する者だけでいいのかなとは思いま

す。

私もそれでいいと思うのです。他の委員会もありまして、そことの整合

をとった場合も、ない委員会もあるのですけれども、ちゃんと報酬につい

て定めたもの、無償だと何も規定に入れなくてもよくなるのですけれど

も、こういう幾らというのを入れると議会に出たりしますので、それは入

れたほうがいいのではないかなと私は思います。

先ほど◯◯さんがおっしゃった１号の市民の方、２号の方、４号の方が

報酬をもらって、３号の立候補の推薦関係者はいらないと思います。やっ
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委 員

委 員

会 長

事務局

会 長

事務局

会 長

ぱりボランティアでやるというのは責任関係が曖昧になりますので、市の

委員会としてやりますので、ある程度は報酬は必要ではないかと思いま

す。

私はあまりよくイメージができていないのですけれども、報酬をもらわ

ずにボランティアでやるというのは限界があるかなと思うので、あったほ

うがいいと思います。

私はいらないかなと思っていました。確かに責任、お金、報酬をきちん

といただくと責任は生まれるかなと思うのですけれども、実行委員会の中

で推薦を受けた人だけもらえないとなってしまうと差が生まれて、なんで

もらえないのかとか、なったらまた面倒くさいかなと思うので、なしに。

そうやって立候補する人は、責任感をもってちゃんとやってくれる人かな

と個人的には思っていたので、報酬なくても責任を全うしてくれるのでは

ないかなと思うので、いらないかなと私は思いました。

ここで事務局に確認したいのですけれども、報酬の定義を正確にお話し

していただけますか。正確に報酬でいいのか。報酬を出すと出さない場合

に、委員の市の中での位置づけ。つまり第７条では、実行委員会を常設す

る中で、そこで第２項で実行委員を設けると書いてあるのです。実行委員

会の協力を得て行うということで、そうするとまず報酬のある、なしで委

員というのはどういう位置付け、名称というか、役職になるのでしょう

か、ならないのでしょうか、その点。それから報酬の内容、これはどうい

うことになるのか。事務局が今、考えているもので結構ですので、皆さん

に説明いただけますか。お願いします。

報酬という言葉もありますが、報償費、謝礼という位置付けです。この

実行委員会は、市民まちづくり集会の実行委員会と同じような位置付けで

考えております。この市民自治会議ですと、市長から委嘱された附属機関

の委員ということになってきます。附属機関の委員ですと報酬を支払わな

ければならないのですけれども、附属機関は意思を決定していくというと

ころがありますが、実行委員会のほうでは、あくまでも規定のほう、規則

のほう、条例もそうですけれども、そちらに書いてありますように市長が

決定していくものになっていきます。実行委員会では意見を出していただ

いて、最終的には市がこの御意見を尊重して決定していくということで、

懇話会というように言われておりますが、意見を市民の方たちから聞く機

関という位置付けになっております。

皆さん、そういう位置付けだということです。重要な仕事ではあるけれ

ども、ここの実行委員会で何かしら決定していくというよりも、決定権者

である市長に対して提言をするという、そういう役割になりますね。

はい。実行委員会の皆さんの意見を尊重してということです。市民まち

づくり集会と同じです。

特にこの第２項のところで、市長は公開政策討論会の開催に必要な事務

のうち、次に掲げるものについては実行委員会の協力を得て行うというこ
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とですので、実行委員会はこういうことについて１から６にあたって議論

をして、そして市長の決定に極力協力をしていくということを求められ

る、そういう場であるということです。

そうすると、附属機関のように非常勤の公務員というような位置付けと

か、そういう何か役職のような形が実行委員会にはつくのですか。特にな

いですか。事務局、お願いします。

附属機関ではないです。

ですから、特別な役職はない。手当というのはあるべきだとか。この中

には交通費は入っていますか。この実行委員会。手当というのではなく

て、日当とかではなくて。交通費ぐらいは入るの。

そのような議論もあります。報償費はないけれども、交通費ぐらいは出

したほうがいいという意見もありますので、そこが非常に悩ましいところ

です。

そこは皆さんの意見を聞いて、今後総合的に判断したいということです

よね。若い世代の方にとっては。

元々ＪＣが行っていた活動というのもあって、ＪＣは元々自分で会費を払

って、そのお金で運営していくというのがあるので、それと同じような感

覚でいるのであれば、特別な報酬、手当的なものは必要ないかなと思いま

す。本当にやりたくてとか、市をよくしていきたいとか、選挙についてし

っかり考えたいという思いがある人であれば、特別な報酬はいらないのか

な。交通費ぐらいは、家からの距離とかもあったりするので、多少はあっ

たらうれしいですけれど、そこまでしっかりしたものはいらないのかと思

います。

あと任期が１年なので、実際に行われる年は頻繁に回数はあるけれど

も、そうではない年は少ないとなると、そこまで報酬とかをしっかり考え

なくても、ちゃんと意思をつないでいく形が出来るのであれば、別にそこ

はいらないのかなと私は思います。

さっきの話のところで、市民自治会議等は附属機関だということで、非

常勤の公務員扱いになるということがあると思うのですけれども、もし仮

に選挙の委員会に対して報酬を払う場合は、どういう条例とか、そういう

もののバッググラウンドを受けて払うことになるのかということと、もし

仮にそういったものがあった場合に、さっき僕が言った第３項のみは払わ

なくていいのではないかという話をしたと思うのですけれども、そことの

差別化というのが可能なのかどうかというところを聞きたいと思います。

例えば謝礼等を払うということになりますと、これも規則の下にまたつ

くっていくのかなということを今、考えております。

まちづくり集会の実行委員会にも謝礼のほうをお支払いしております

が、規則の中には特に規定がないので、別に定めています。

差別化のことについてということで、そこまでの、事務局としては先ほ

ど来、言っておりますように今まではこれまでの議論を踏まえての無報酬
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というところを考えていますので、推薦者だけを除くと、そういう意見も

あるなと思ってはおりましたけれども、特にこちらで議論が出来ていない

です。もし払うのであれば、全体に払うのかなというぐらいの感覚でおり

ました。

全員に払うか、払わないかのどちらかという解釈でいいですか。

特にこの推薦された者には払わないとかという、そういう決めをもって

いるわけではなくて、それこそ推薦者に払わないとするならば、なぜ払わ

ないのかというところを考えて示さないといけないと考えております。今

の段階では、払うなら払うし、払わないなら払わないぐらいの感覚でいる

ところです。

従来のＪＣが自主的にやってきたこととは違って、これは自治基本条例

に定めた重要な仕事になります。必ずやり遂げていかなければならないと

いうミッションをもってやっていくことになるので、しかも結構な長丁場

ということも考えていくと、そのあたりどうなのかなということを皆さ

ん、率直に自分の思うところを言っていただいていいと思います。何かこ

の関係のことで少し情報が欲しいということであれば、事務局に言ってい

ただいていいと思います。むしろ皆さんのお考えは、自分はこう思うと言

っていただいたほうが、全然かまわないので、そのほうがいいと思いま

す。

仕事量によってやっぱり報償費は出すべきだと思います。最初の議論の

中で、常設の組織のような形になった場合に、例えば４年間の最初の１、

２年はある意味勉強する、準備する期間だと思えば、公開討論会準備委員

会という仕事量でしたら私は無償でもいいと思うのですが、実際に選挙に

近くなって実務をやる形になった場合は、本委員会、準備委員会ではない

形にレベルアップしますので、仕事量も増えますので、そこに対しては、

やっぱり報償費は出すべきだと私は思います。

立候補者があって、実際に動き出すから、その委員会をつくるのなら、

そのときから始めればいいのだけれど、長丁場でずっと、ある意味常設委

員会ですか、そういう委員会をつくるという準備段階なところは勉強する

形ですから、それは無償というような色分けというのもひとつのやり方か

な。そういう形で募集をしないと、来た方はやっぱり思いが違うと思うの

です。私もいろいろボランティアをやってきましたけれども、ボランティ

アをやったことに対する評価は称賛とかそういういう面と、やはり報償費

とかそういう実際のもので評価してもらうというのも、そんなに過大な金

額ではないので、ひとつの評価として考える方もあるので、そこのところ

はやっていただく内容で２つに分けるのもひとつ考え方かなと思いまし

た。

責任をもって成し遂げるという気持ちがありますので、だからやはり報

償は出すべきだと思います。そうでないと、どうでもいいわという気持ち

になったらぐしゃぐしゃになってしまう。だれが責任をとるのか、そこを
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考えてもらいたいと思います。

質問ですけれども、実行委員の方たちは、選挙がない期間というのは、

具体的にどういう活動をするのですか。

今、考えている部分では、公開政策討論会を、当然市長が欠けたときに

は50日以内に開催しなくてはいけないということになっていますので、そ

のことを想定した動きをしていかないといけないということで、先ほども

申しましたように市民がどういったものを、例えば議題として挙げている

か、どういったことに関心があるかというところは探っていかないといけ

ないのかなと考えております。

先ほど言われましたとおり、内容にもよるというところですが、先ほど

言われた準備委員会、勉強会のような形になるのかなと思っております。

今の質問は、おそらく選挙の期間、告示後の期間とその前の期間と一緒

にしてはいけないと思っていますね。ですので、告示後、選挙期間の前に

これはやるので、選挙運動ではないのです。前の第１回市民自治会議でも

お話ししましたように、これは市民の知る権利です。届出をしてから候補

者になるものですから、まだ正式には届出ていないのです。そういった方

たちがどういう人となりかを我々は知りたい、見たい、聞きたいというた

めの会です。その討論会で聞くことによって知るわけですから、それを運

営する委員という位置付けだけなのです。だから、特別なものがあるわけ

ではなく、市民まちづくり集会というのがあるのですけれども、我々市民

が、公設公営で今後候補者となろうとする方の人となりを知るという場と

いうような位置付けでお考えいただければいいのかなと。そういう単なる

実行委員会だよ。我々が知りたいための実行委員会ということで、そうい

う御質問かなと思いました。

今の質問は、この実行委員会が、今のようにあくまでも告示前の政治活

動、立候補をしたいなと考えている、市長に立候補しようと考えている人

たちの政治活動、これを皆さんに、複数いる場合に設けて、そして市民の

人たちが、この人は市長になったらどういうことをやるのだろうというこ

とを知ってもらうための場づくり、あるいは機会づくりをやっていこうと

いうのが実行委員会です。

そうすると、それは、この間も話し合ったのですが、もう一度おさらい

なのですが、いつぐらいに実行委員会が立ち上げられて、その後、実際に

先ほどの第４条の３、立候補予定者の推薦を受けたものが入ってくる前の

段階で、どんな仕事をするのか。これを極々簡単でいいですので、おさら

いのつもりで説明していただけると、余計にイメージがわかりやすくなる

かなという気がしますが、どうでしょうか。

推薦委員さんが入ってくる前ということですので、選挙の期日が決まり

まして、そこから立候補予定者の方たちに対する説明会をしていくという

ことで、説明会の段取りといいますか、どういったことを説明していくか

ということを話し合っていただきますし、公開政策討論会の実際の運営の
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ことについて、当日どのような運営の仕方をしていくのか。前回のような

コーディネーターを回していくようなやり方をするのか、一問一答形式に

するのか、ということを話し合っていくことになると思います。

今の段階でいきますと、３月に選挙期日が決まると４月から動き出すと

いうことになります。説明会の開催については、今、想定しているもので

は、前回お示ししました字の小さかったスケジュールに沿って話をしてお

りますが、説明会を８月下旬ぐらいに行う。当然４月からその間について

は、説明会の開催に向けての準備となります。それから、９月上旬からは

推薦委員さんも入ってきますので、ここからは公開政策討論会の議題の決

定というところにもなってきますし、当日の運営の仕方、これは推薦委員

さんたちの意見を聞きながらどういうふうにやっていくかということを合

意形成を図りながら行っていきます。あとは、決定したものについては、

事務局が庶務を行うわけですけれども、決まったものを当然、公表してい

かなければならない。それで、公開政策討論会当日を迎えていくという、

ざっくりですがそういう流れになります。

今のように４月から大変あわただしい仕事が始まっていくよということ

です。実際の回数とかは定められてはいないのだけれども、初めてのこと

でもあるので、相当みんなで顔を合わせて準備をしていくことが多くなる

というような説明をしていただきました。

今のようなスケジュール、補足説明をいただきました。その上で追加で

謝礼のこと、あるいは交通費についてのこと、御意見があればお話しして

いただいて、なければ先に進みたいと思います。

もしここで言い足りなかったこととか追加の御意見とかがありました

ら、事務局のほうへメール、あるいは直接でも結構ですので意見をお寄せ

ください。よろしいでしょうか。

それを参考にして、今のところについてはまとめていきたいと思いま

す。事務局、皆さんの意見が集まった段階で私と◯◯さんも入って、どう

いう意見があったのかということをちゃんと検証して、皆さんの意見の取

りまとめを責任をもってやりますので、ぜひ御提案ください。それでは、

この議題については終了したいと思います。

次の議題です。次は、地域協議会のほうでしょうか。地域協議会委員構

成経過一覧をここに出しましたので、事務局から説明をお願いします。

自治振興課 よろしくお願いいたします。それでは、資料の説明をさせていただきま

す。地域協議会委員の構成経過一覧です。上段の一番左側を御覧くださ

い。この表の見方ですけれども、上から新城から作手まで10地区が書いて

あります。左から区長、副区長が何名か、以外というのはそれ以外の方。

合計。その次の割合というのが、区長さんの割合、それがパーセンテージ

で書いてあります。その次がうち女性。一番右側が女性の割合という表に
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なっています。

この表は、平成25年度から一番下段の右側、令和２年度の表となってい

ます。令和元年度と令和２年度の表が多くなっているのは、うち若者とい

うことで、29歳以下の若者がどれだけいるかわかるようになっています。

これを見ますと、令和元年度と令和２年度に舟着地区と八名地区で若者が

参加しています。このうち舟着地区の若者は、若者議会で経験された方で

あります。

続きまして、別紙１地域活動交付金事業の説明をさせていただきます。

この表は、上段が令和元年度、下段が平成30年度ということになっていま

す。令和２年度がないのは、この資料を出した８月の段階でまだ地域活動

交付金の審査が終わっていなかったものですから、令和元年度、平成30年

度ということで皆さんにお示しさせていただきました。

この表の見方ですが、上の令和元年度を御覧ください。左から地域協議

会名、２番目に募集期間、３列目が審査会の日、４列目が申請額（１件の

上限）、補助率、その次の欄が配当予算額、その次の欄が採択、その次の

欄が不採択、その次が交付決定額、最後の差引額というのは、それぞれの

地域協議会の配当予算額と交付決定額の差であります。

この表を見ていただきますと、左から３列目を御覧ください。審査会の

日程のところを見ていただきますと、八名の地域協議会と鳳来北西部地域

協議会、それと作手地域協議会の審査会の日が、２月23日、３月10日、３

月10日となっていまして、前年度審査ということになります。前年度審査

したところに関しましては、活動団体が４月から活動に入れるということ

であります。

続きまして、別紙２をお願いいたします。こちらは、今の地域活動交付

金の実績であります。これは、令和元年度のものになります。この１枚

目、全体というのは、新城地区から作手地区の全体の一覧が記してありま

す。それぞれ10地域自治区の実績をそれぞれ載せております。この表の見

方ですが、上から地域活動交付金の予算額に対しまして、第１次が14件あ

って362万6,000円、不採択がそのうち１件あったということがわかるもの

であります。そして、その下には①番から⑦番まで分類してあります。こ

ういった①番生活環境の改善、景観づくり、環境保全を図るものから⑦番

地域活動拠点の整備により地域活動の活性化を図るものということで分け

てあります。その下に今年度の地域活動交付金審査等での課題と対応が書

いてあります。

新城地域自治区は、今年度、公民館の備品整備として椅子の購入という

事業が、３団体から挙げられた。内容はほぼ変わらず、椅子の品質や価格

で判断をせざるを得ず、交付金の審査に困った。その対応といたしまし

て、公民館の備品整備につきましては、地域自治区予算の補助事業として

実施している地域もあるため、今後、地域協議会において交付金事業の申

請要件について検討していくと、こういうことになりました。
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続いて、次のページを御覧ください。こちらには、活動交付金の分類と

いうことで、先ほどの上の７つが分類で、それぞれ１番から14番までこう

いった申請団体、活動が挙げられたということがわかるものとなっていま

す。

こちらは、千郷地域自治区になります。千郷地域自治区につきまして

は、上のほうは省略させていただきまして、真ん中の地域活動交付金審査

等での課題と対応から説明をさせていただきます。

千郷地域自治区は駆け込み申請の防止ということで、適正な審査資料と

するための書類作成が困難である。その対応といたしまして、継続団体へ

の申請勧奨を前年度に実施。２つ目としまして、２週間前までに事前相談

を受けていない団体は断ると、こういう対応をしたということになりまし

た。続きまして、事前勉強会における申請事業の理解向上と委員のまちづ

くりに対する当事者意識ということで、課題は、申請団体への活動内容批

判だとか、採点のばらつきだとか、事業申請の理解不足というものがあっ

たということであります。その対応といたしまして、活動をする必要があ

る理由を委員が認識するためのワークショップを開催するということと、

活動内容が一目でわかるためにも様式１の活動目的や本年度の内容から委

員が読み取れるものとするという対応をした。最後に審査時間の短縮とい

うことで、委員離席回数増加、事前質問に対する回答のみで時間が取られ

てしまうという課題がありました。その対応といたしまして、質疑応答の

み時間とする。様式１（目的と本年度の事業内容）がしっかり記入されて

いれば傍聴者用資料でも活動内容が理解できるということでありました。

その他、地域協議会で課題となっていることが、その下に書いてありま

す。地域活動団体の構成員の高齢化というのが課題となっております。今

後の活動を継続していくための担い手が育成されていないのではないか、

そういった意見がありました。続きまして、自主財源での活動にシフトチ

ェンジということで、活動そのものの財源が本交付金頼りとなってしまっ

ている活動団体があった。自主財源での活動が可能となるよう団体にも検

討を促したということでありました。３つ目が、申請を躊躇ということ

で、千郷地域では過去に本交付金事業による問題が発生しております。こ

のことが引き金となり一部の団体が交付金を活用することをやめてしまっ

たということがあった。また、新規に申請しようとしている団体が申請す

ることに対し、過剰に慎重になり躊躇してしまっているということが課題

として地域協議会の皆さんがおっしゃっていました。

続きまして、こちらは東郷地域自治区です。今年度の活動交付金申請等

での課題ということで、１番、どうしたら若者や新規団体がもっと活動交

付金を活用してくれるようになるかというのが課題として挙げられまし

た。地域協議会において、様々な観点から意見出しを行い、来年度の方針

を検討中ということであります。２番目といたしまして、活動団体の実績

確認方法というのがありました。委員が団体の活動内容を見にいったり、
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東郷独自の成果報告会を開催するなど、地域協議会で検討しております。

その下の地域協議会で課題となっていることですけれども、地域計画の

検討ということと地域協議会の委員の構成の見直しが必要ではないかとい

うことが課題として挙げられております。

今度は舟着地域自治区です。今年度の地域活動交付金審査等での課題と

いうことで、地域協議会ごとに決定することができる募集内容や審査内容

について、現行を舟着ルールとして、毎年検討しなくてもよいのではない

かという意見がありました。毎年アンケートを実施し、その結果を基に地

域協議会で検討しているけれども、今後は、異論がない限り現行のままの

ルールで、変更しないことでやっていきたいということで意見がありまし

た。

こちらは、八名地域自治区です。八名地域の地域活動交付金の審査での

課題ですけれども、こちらは、審査会での質疑応答をスムーズに行いたい

という意見がありました。勉強会でまとめた疑問点を審査会の前に申請団

体へ伝え、その回答を盛り込んでプレゼンなどをしてもらったということ

であります。その下の地域協議会で課題となっていることであります。地

域活動交付金の審査基準について、10万円未満の事業については、審査会

での説明を省略できるが、質疑応答には出席していただくこととして、検

討中ということで、これはほかの地域協議会でやっている例を参考に、こ

うしたらいいのではないかという意見が出たということであります。

これは、鳳来中部地域自治区であります。鳳来中部地区に関しては、真

ん中、活動交付金審査等での課題はございませんでしたが、下の地域協議

会で課題となっているということで、地域協議会の委員及び会長、副会長

の選出方法の見直し、これが必要ではないかというのが地域協議会の中で

言われております。

こちらは、鳳来南部地域自治区です。鳳来南部地域は、真ん中、今年度

の地域活動交付金審査での課題ですけれども、活動団体が多く､活動が盛ん

ではあるけれども、鳳来南部地区の予算が130万余りということでほかより

も少なく、申請団体も固定されつつあるため、各申請団体とも遠慮がちな

申請となり、新規の申請も出にくい雰囲気がつくられてしまっているので

はと危惧しているということであります。その対応策といたしまして、さ

らなる地域の課題解決や活性化の広がりを生んでいくためには、常連の団

体に自立を促すような審査方法や採点方法を考えていく必要があるという

ことであります。その他地域協議会で課題となっていることはありませ

ん。

こちらは、鳳来東部地域自治区になります。鳳来東部地域自治区は、真

ん中のところ、今年度の地域活動交付金審査等での課題は、長期継続の団

体について、事業継続の必要性に対する疑問や自立に向けた取り組みを求

める意見がありました。その対応といたしまして、同一団体が長期にわた

り事業を行う場合に、過去の事業検証や継続の必要性等、何かしらの基準
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を設けて審査するなどの対応が必要ではないか、これが検討事項というこ

とでありました。

鳳来北西部地域自治区です。鳳来北西部地域自治区の地域活動交付金の

課題は、近年、１次募集に応募が少ないということがあります。ここ数年

は、１次募集の応募が少なく、追加募集をしている。申請側としては、追

加募集のほうが通りやすいだとか、どうせ追加募集があるから１次に出さ

なくてもよいなどの考えがあるのではとの意見がありました。その対応と

いたしまして、原則追加募集は行わないこととし、募集チラシにその旨掲

載することといたしました。ただし、行わないと決定したわけではなく、

あまりにも最初の募集で応募がなかった場合は、地域協議会で検討するこ

ととしております。

作手地域自治区であります。作手地域自治区は、課題ですけれども、真

ん中に駆け込み申請、最終日に駆け込みで出してくるということでありま

す。ほとんどの団体が募集期間の最終日付近に申請してきている。このた

め、事務局での確認、団体による申請書の手直し期間が極端に短い。委員

の勉強会前に、申請書の写しを委員に送付しなければならないので、事務

局、申請団体とも負担となる結果となっている。対応策といたしまして、

事前相談を必須として、手直しのない申請・受理の体制をつくるというこ

とであります。

その他地域協議会で課題となっていることは、地域活動交付金を前年度

審査としたことにより、活用団体は４月からの活動が対象となること、地

域協議会も4月から地域自治区予算事業の検討に入れることがメリットとな

っている。しかし、２次募集を行う場合、勉強会、審査会と２回の地域協

議会を開催しなければならなく、地域自治区予算の検討に支障が出る。ま

た、２次募集を見込んでいる団体もみられるため、地域活動交付金の２次

募集の考え方について検討が必要であるということでありました。

続いて、別紙３をお願いいたします。別紙３は、Ａ３の横書きの表であ

ります。こちらは今の活動交付金の活用の分類別の一覧表であります。①

番から⑦番までの分類で、それぞれの地域協議会ごとの活動団体の金額が

載っているものであります。

別紙４をお願いいたします。こちらは地域活動交付金ではなく、地域自

治区予算事業の関係であります。この表の見方ですけれども、左から、そ

れぞれ地域自治区名が書いてあります。その横に地域自治区の予算額とい

うことが書いてある。この地域自治区予算は、全体で7,000万円の予算があ

るうちの10地区で6,786万9,000円が予算化されています。

その次の欄は、それぞれの事業区分と主な事業ということで、この自治

区予算の主な事業について書いてあります。右側に活字で書いてあるとこ

ろが、新規及び注目事業ということで、新城の地域自治区ではこども見守

り事業、にぎわい創出事業（まちなか映画祭）、あとは高齢者の日常生活

支援事業ということでお助け支援、そういったものをやっております。
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会 長

委 員

自治振興課

会 長

千郷地域自治区では、地域の足の確保検討事業、地域景観向上事業、歴

史遺産の整備事業、welcome ボード設置事業などを考えています。

東郷地域自治区では、東郷ＰＲ事業、多世代交流事業、移住定住促進事

業、地域交通検討事業、スポーツバイク普及推進事業等があります。

あと舟着から作手地区までこちらに書いてあるので見てください。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

前回のときに、新城の地域自治区制度について事務局のほうから説明さ

せていただきました。もう一度おさらいですけれども、地域自治というの

は、政治主導でも行政主導でもなく、地域の皆さんが生活者の目線で本当

の課題を見つけて、自ら解決していくということであります。ですので、

行政側から強制されて行うとかそういったものではなく、あくまでも地域

で考えて、これを行うということが信念でありますので、よろしくお願い

いたします。

ありがとうございました。今回、地域自治区制度についてということ

で、新城の地域自治区制度の運営状況、この概要をまずは御紹介しまし

た。皆さんに今、見ていただいて、この説明の中でもう少し詳しく知りた

いことだとか、疑問に思うことなどを聞いていただければと思います。

今回こういう説明をいただいたのは、市長からの諮問内容の一つに、新

たな地域自治区制度のあり方というのが果たしてあるかどうか。新たな地

域自治区制度に向けて、運用の仕方であるとか、あるいは制度改革の課題

であるとか、このあたりを皆さんに御検討いただくためにまずは現状を知

っていただくということなので、今日ここで何か結論を出す必要は全くあ

りません。新城の現状の制度について、今、説明をしましたので、これに

ついて何か疑問があること、あるいは知りたいこと、こういったことをま

ず今日は出していただくということでよろしいかと思います。

別紙１を見ると、配当予算額から交付決定額、差引額とあって、舟着地

域自治区は配当予算額を毎年まるっと100％使っているのです。一方で50％

以上残っているところもありまして、応募が少なかったから余ったという

考え方もできるのですけれども、審査基準みたいなものがすべての地域自

治区に画一的なものがあるかどうかというところが知りたいのですけれど

も、そこのところはどうでしょうか。

審査基準につきましては、それぞれの地域協議会のほうで決めています

が、ほとんど基準は同じような内容となっています。ただ、これを見てい

ただくと、私も先ほど説明が少なかったのですけれども、千郷地域協議

会、東郷地域協議会が少なくなっております。東郷地域協議会におかれま

しては、新規団体が少ないということが課題ということで、地域協議会の

委員さんが直接、地域活動交付金を利用しないかというような口利きでい

ろいろなところを回って、少しでも増やそうということで努力をされてい

ます。

もしよければ共通する審査の基準、交付するかどうかの審査基準を皆さ
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自治振興課

会 長

委 員

会 長

委 員

自治振興課

会 長

んに紹介していただいてもいいですか。

基本は５項目で、５点満点で、舟着地域自治区は３点満点、それぞれの

ところで、こういった項目に対して何点、こういった項目に対して何点

と、そうやって決めていく。

◯◯さんの地域自治区の事例で結構ですから、どういう分野、あるいは

どういうことについて皆さんに配分をするか、検討しているか、審査して

いるか、少し補足してもらっていいですか。

地域活動交付金のときに申請団体が審査会をやるのです。そのときに細

かい審査基準というのか、点数をつけるわけですけれども、１つの項目に

ついて５点満点、10項目あったかな。

50点満点みたいな感じで採点をするのですけれども、その項目に合って

いるかということで、それぞれ１項目５点満点で点数をつけて、合計を出

す。一つ一つについては細かい項目になっています。

申請するときにこういう団体が申請できるということで、例えば年齢制

限だったり、何歳以上が何人いるとか、この地域で活動しているとかそれ

ぐらいの基準で、団体が申請するときの基準はそれほど厳しくないと思い

ます。ただ、審査会のときの申請で点数をつけるときは、そういう細かい

基準になります。だから、申請するには気軽と言ってはおかしいですけれ

ども、それほど敷居は高くないと私は思っています。

応募団体の基準はそれほど細かくはないけれども、活動の申請をする際

には、一定の基準があって、それが10項目ぐらいあるということを今、説

明いただきました。

ほか、いかがでしょうか。この点について資料をみんなで共有して、今

後、検討していきましょう。

残予算というのがありますね。残りのお金というのは、これは次年度に

回すのか。

今年度の地域活動交付金につきましては、ここまでしか執行されなかっ

たということで。

大本としては3,000万円まであるのだけれども2,173万1,000円しか使わな

いよということです。次年度も3,000万円、その次の年も3,000万円。

私のほうから聞いていいですか。今回、この令和元年度と２年のところ

では、若者議会からこうやって入っているわけですよね。このことは、実

は全国の地域自治区地域協議会を設けているほかの13の市町村と比較する

と非常に珍しいことなのですよ。このような若者が参加することで、若者

が地域でいろいろとつながっている仲間を誘って、そして申請をしてもら

ったりだとか、活動の分野、あるいはやり方、こういったところで従来と

違う特徴が何か見受けられたりしたことがあったかどうか。この辺は先ほ

どの報告の中にも少し触れられていた部分もありましたけれども、改め

て、若者がこういう審議会の委員になることによる地域の活動の変化とい

うのが、何かしらかあったかどうか、それについてどうでしょうか。
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会 長

自治振興課

会 長

委 員

自治振興課

会 長

自治振興課

委 員

若者が入ったことによって、やはり大きいのは、この地域の課題という

のは少子高齢化の進行であります。やはり若い人たちの意見を聞くという

こと、地域協議会の若者の中で課題を挙げてもらうときに、若い感覚の意

見を言われるので、具対的に言うと、こういったことを考えたらどうかと

いうことに対して、今までの区長さん、副区長さん、そういった人たちが

若い人たちの意見を聞くと、否定せずに受け入れるということです。いい

具合に地域の中で若い人と高齢者の人が一体となって受けとめる、地域の

人が若い人の意見を受けとめるというような形で地域協議会が今、運営さ

れております。

追加で簡単で結構です。もう一つ特徴を言うと女性の割合ですが、ここ

新城だけで見ると、皆さんはどう思われるかわかりませんけれども、これ

を見ると女性の割合が増えてきているのです。やはり女性の意見というも

のも、あるいは要望というものも実際に予算にうまく反映するような形に

徐々になってきているように見受けられるかどうか、その辺はどうです

か。

女性の意見は大きいです。先ほどの話ですけれども、少子高齢化の中で

子育ての関係だとか、福祉、特に介護だとか高齢者とか、そういったこと

の担い手の大半は、男性ではなく女性になりますので、やはり女性目線の

意見が出ます。そういったことはほかの委員さんも皆さん、聞いて・受け

入れるというような形で地域協議会のほうは進んでいると感じておりま

す。

随分と割合が高いなという印象があります。相対的に見たときに女性の

審議会委員の割合が高いなと、ぼくはそういう印象をもちました。

今の地域協議会委員の構成のところですけれども、先ほど先生がおっし

ゃったように若者の枠が令和元年、令和２年であって、そのところが舟着

と八名だけなのです。ここ、こういのは委員構成に対して門戸を広げてい

るのか、それとも枠として、女性も含めて、決めているのか。そういう規

則、規定みたいなものがあるのかどうか、そこら辺をお伺いしたいのです

けれども。

地域協議会ごとに女性枠を設けている地域、そうでないところがありま

す。また、若者枠という枠ではなく、地域推薦枠ということで、地域の方

でその中で若者を推薦するというような形でやっています。

それぞれの地域の若者推薦枠ということになるのですね。

若者推薦というのは、具体的にはこの10地区の中にはありません。女性

枠というのはあるのですけれども。ただ地域推薦枠ということで、いろい

ろな人が選ばれる中で若者がこの地域に関しては選ばれるということで。

ほかにもＰＴＡ枠だとか、いろいろな役で決めている地域自治区もありま

す。

それぞれの地域協議会によっていろいろなやり方があるというのはわか

るのですけれども、総体としてこういう効能があるとか、女性、若者を入
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会 長

委 員

会 長

委 員

れたほうがいいのではないかということを、地域協議会全体のお話があっ

てもいいのではないかなと思うのですが、そこら辺の会合みたいなものは

年１回ぐらいやっていらっしゃるのでしょうか。

地域協議会のそれぞれの会長さんが集まってやる会合があります。それ

は、最低１回以上やることになっていまして、その中で、先ほども話があ

りましたけれども、舟着は会長さんが30代の若い方で、他の地域協議会の

会長さんからも若い衆が入ってやっているねという感じで情報収集して、

地元の地域協議会に帰って、あそこの地域協議会ではこんな若い会長さん

がやっているよということを地域協議会の人たちに報告している事例があ

ります。

わかりました。ありがとうございます。

ぜひこの委員会でも、若者、女性の参加がどういう意義や可能性をこれ

からもつのかということを研究して、ぜひ提案することをしたほうがいい

でしょうね。

今回議題に挙げられたのは、冒頭に言われました地域自治制度の新しい

形がないかということをこの委員会で模索していくのか、それとも今やっ

ている実際の自治区制度の問題点を洗い出しをしながら改善をしていくよ

うな提案をしていくのか、今後のこの扱いについてこの委員会でどういう

形で進めていかれるのですか。

２つあると思うのです。まだ今のところは、現状がどうかということを

紹介してもらって、その現状に則して出てきている課題などもみんなで議

論をして、そしてやはり当事者である方もいますけれども、しかし、今

後、委員になる予定の方もいるだろうし、地域自治区地域協議会の外にい

て、新城市にとっての地域自治区はどういうふうにあったらいいのかとい

うことを研究して、提案することが大事だと思いますので、まずは現状を

知ると同時に、ただその現状についての問題の答えだけを追求するのでは

なく、それは参考にしながらも、やはり新城にとっての地域自治区はどう

あるべきかということは踏み込んでいく。

そのために、まずはこの新城の情報だけでなく、全国13の地域自治区は

いったいどのような成果やあるいは課題を生み出しているのかということ

の検討も、これから短い時間の中だけれどもやらなければいけないという

ことはあるだろうと思います。その上で今後の新たな地域自治区を新城で

生み出す必要があるとするならば、どういうことが課題かということを提

案するというのが大きな目標になっています。これは第１回目のときにそ

ういう確認をしたと思うので、そういう方向ではなかったかなと思いま

す。

市民自治会議ですけれども、全体を広く見ていただいて提案されること

を非常に期待しております。実際にやっていると、それぞれの地区はいろ

いろ考えてやっているのだけれども、極めて縦割りですね。だから、細か

いのが多いので、どうしても勉強するというのは、市民自治会議でそうい
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委 員

自治振興課

委 員

会 長

委 員

会 長

うことをある程度やっていかないといけないと思っています。以上です。

１つ質問があって、別紙１に書いてある配当予算額は毎年変わると思う

のですけれども、その変わる基準はどういうふうに定めているのかと思

い、お伺いしたいです。

こちらに関しましては、それぞれの地域自治区の人口と面積を基準に算

出しております。ですので、人口が変わることによって金額が多少変わる

ということであります。

１つ追加で質問です。さっき資料を見ていて、差引額で予算を全部使い

切っていない地域もあると思うのですけれども、そういうのを、どれぐら

い使っているのかを見ずに、本当に人口と面積だけで毎年、配当予算額を

考えているということですか。利用率とか関係なしに、人口と面積だけを

純粋に見て、毎年変えているということですよね。

そうですね、現行では。だからいいですよ、何か提案をこれから考えて

いきましょうか。

私も地域協議会の委員をやっていたのですけれども、出たら老人ばかり

で若い人がほとんどいないのです。この課題のコメントに書いてあるとお

りに、若い人からがないと書いてあるのです。その辺で委員構成を変えな

いと。令和元年から若者が入っていますよね。それは、そういうことを考

えられてやっているのかなと思うのですが、もっと若者にどんどん入って

もらって。そうしないと新城市の将来はないのではないかという気もしま

す。

ありがとうございます。これについては、今後、皆さんとまさに新しい

地域自治区のあり方について市長に提案することが諮問として出されてい

るので、現状を踏まえておきながらも、その現状に固定されないで、大胆

に言うべきことは言う、というところはぜひやりたいと思います。

地域自治区制度が全国で導入されたときの一つに、新潟県上越市という

ところがあります。ここは27ぐらいの地域自治区、32だったかな。その地

域自治区地域協議会の委員を市議会議員の選挙にあわせて選挙で選ぶとい

うことをやったのです。それによって、従来の地域のお役を長年やってき

た方たち以外の、例えば移住してきた方であるとか、主婦の方であると

か、若者であるとか多様な方が最初は手を挙げて、当選されて、地元の町

内会長さんが落選したということもあったりして、話題性が非常にあった

のです。

ただ、こういう地域自治区地域協議会の委員になることのうまみという

か、変な意味ではないですけれども、なることでどう自分自身が変わるか

とか、あるいは地域が変わっていくのか。この地域協議会だけでなかなか

判断できないところもあって、地域協議会の委員になって、そして予算を

活用して地域づくりを進めていくことが、まちの地域全体をどういうふう

にうまく変えていくことにつながっていくか。やはりほかの委員会とか、

ほかの住民の役をもっている方たちもこの地域協議会の活動に理解を示し
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３報告

⑴若者議会中間報告会について

開催日時：令和2年８月２４日(月)１９時から

場 所：市役所3階、4階会議室（テーマ別で分散会議）

全体報告については、Zoomで各会議室を繋いで共有

現在は、１１月６日(金)の答申に向けて再検討中

(2)豊橋市わかば議会について

開催日時：令和2年7月３０日(木)

場 所：豊橋市議会議場

議 員：中学卒業以降２５歳以下 ２０名 応募５２名選考

内 容：新城市と同じく1,000万円までの予算

政策を立案する

新城市と同じくメンター職員を配置してサポートする。

11月の政策提案に向けて、今、議員活動が行われている。

ていかないと、この活動だけでは地域はなかなか変わらないということが

起きてしまうということがあるのです。

ですので、負担になってしまうということが逆にあったりするので、そ

こらあたりも今後、検証して、新城の新しい地域自治区ということを大胆

に提案していく。そこで特に若い世代の皆さんの思いを反映させていくと

いうことをしたほうがいいということですね。

今回は現状についての概要を紹介していただくにとどめました。ただ、

皆さんも地域協議会の委員を実際に今、おやりになっていたりとか、経験

もあるということですので、その経験を踏まえれば、現状の課題であると

か、あるいはこうしたほうがいいというような点ももっと具体的にたくさ

んあると思います。そのあたりを念頭に置きながら、新城というのはどう

いう地域自治区を新たにつくっていったらいいのかというところを踏み込

んで調査研究をやりたいと思っていますので、このことについてまた後で

提案させていただきます。具体的には、他の自治体の現状を調べていくと

いうことをしながら、ここで新城のあり方を探るということをぜひやりた

いと思います。

それでは、報告事項に戻って、あと２点ほど皆さんに報告させていただ

きます。

では、若者議会中間報告会について、こちらのほうをよろしくお願いし

ます。
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４その他

次回の日程

11月９日（月曜日）18時30分から

閉会

◯委員

◯事務局

新城の若者議会と豊橋の若葉議会とのコミュニケーションというのは、そ

ういうものは予定されているのですか。

まだ出来たばかりで、議員さん同士の交流はまだしていないです。事務局

同士の情報交換までにとどまっています。


